
●活動先が高齢者の居
宅の場合は，初回訪問
時，社会福祉協議会の
職員などが同行し，
コーディネートを行う。

事業委託

ひとり一役活動推進事業の主な流れ

（実施主体）
芦 屋 市
地域福祉課

（委託先：事務局）
芦屋市社会福祉協議会

ひとり一役ワーカー

①登録申込

②活動手帳交付，活動先紹介

活動先

【高齢者の居宅】【介護保険施設など】

③活動
④活動後
活動手帳に
スタンプ

⑤活動をポイントに交換

⑥活動交付金の振込
（年間上限 5,000円）

①’指定申請
登録申込

②’受入機関一覧表
に掲載

ボランティア保険に加入
（本人負担）


